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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の測定部位に対して物理波を送受波し、それにより得られた受信信号に基づいて
、前記測定部位の骨の性状を表す骨性状評価値を求める骨性状評価手段と、
　前記被検者について運動を検出し、それにより得られた検出信号に基づいて、前記被検
者のふらつき程度を表す運動能力評価値を求める運動能力評価手段と、
　前記骨性状評価値と前記運動能力評価値とに基づいて、前記被検者について骨折リスク
の度合いを表す総合評価値を演算する総合評価値演算手段と、
　を含み、
　前記総合評価値演算手段は、前記被検者の性別及び年齢に応じて重みを可変設定する関
数を備え、当該関数に従って前記被検者の性別及び年齢に応じて可変設定される重みを利
用して前記骨性状評価値と前記運動能力評価値とに対して重み付けを行いつつ前記総合評
価値を演算する、
　ことを特徴とする骨折リスク評価システム。
【請求項２】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記物理波は超音波であり、
　前記骨性状評価手段は、前記受信信号に基づいて、前記測定部位を透過した超音波につ
いて音速及び減衰の少なくとも一方を計測することにより、前記骨性状評価値を求めるこ
とを特徴とする骨折リスク評価システム。
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【請求項３】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記物理波はＸ線であり、
　前記骨性状評価手段は、前記受信信号に基づいて、前記測定部位を透過したＸ線の減衰
量を計測することにより、前記骨性状評価値を求めることを特徴とする骨折リスク評価シ
ステム。
【請求項４】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記運動能力評価手段は、前記被検者における基準点の運動を検出することにより、前
記運動能力評価値を求めることを特徴とする骨折リスク評価システム。
【請求項５】
　請求項４記載のシステムにおいて、
　前記運動能力評価手段は、
　前記被検者の両足を載せる荷重検出ユニットと、
　前記荷重検出ユニットの出力信号に基づいて、前記基準点の運動として重心の運動を検
出する重心運動検出ユニットと、
　を含むことを特徴とする骨折リスク評価システム。
【請求項６】
　請求項４記載のシステムにおいて、
　前記運動能力評価手段は、
　前記被検者に装着された運動センサと、
　前記運動センサからの出力信号に基づいて、前記基準点の運動として前記運動センサが
装着されている装着部位の運動を検出する装着部位運動検出ユニットと、
　を含むことを特徴とする骨折リスク評価システム。
【請求項７】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記骨性状評価手段は、
　前記受信信号に基づいて、前記被検者について骨性状を表す実測値を演算する実測値演
算部と、
　前記被検者の性別及び年齢に対応する予め登録された骨性状標準値に対して前記骨性状
を表す実測値を比較することにより正又は負の符号を有する数値として前記骨性状評価値
を演算する骨性状比較演算部と、
　を含み、
　前記運動能力評価手段は、
　前記検出信号に基づいて、前記被検者について運動能力を表す実測値を演算する実測値
演算部と、
　前記被検者の性別及び年齢に対応する予め登録された運動能力標準値に対して前記運動
能力を表す実測値を比較することにより正又は負の符号を有する数値として前記運動能力
評価値を演算する運動能力比較演算部と、
　を含み、
　前記総合評価値演算手段は、前記骨性状評価値と前記運動能力評価値の重み付け加算に
より正又は負の符号を有する数値として前記総合評価値を演算する、
　ことを特徴とする骨折リスク評価システム。
【請求項８】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記骨性状評価手段における物理波を送受波するユニットと、前記運動能力評価手段に
おける前記被検者の運動を検出するユニットと、が構造的に一体化され、
　前記骨性状の評価と前記運動能力の評価とを同時に行い得ることを特徴とする骨折リス
ク評価システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は骨折リスク評価システムに関し、特に、骨折のおそれあるいは危険度（リスク
）を複数の観点から総合評価するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　骨評価装置は、Ｘ線や超音波などの物理波を用いて骨の性状を評価する装置である。Ｘ
線を用いた骨評価の場合には測定部位に対してＸ線が透過され、その際のＸ線の減衰量か
ら骨塩量が求められる。超音波を用いた骨評価の場合には、測定部位に対して超音波が送
波され、測定部位を通過した超音波についての音速や減衰を観測することによって骨の力
学的特性あるいは構造的特性を表す評価値が演算される。特許文献１には、Ｘ線の計測と
超音波の計測とを組み合わせて骨の性状を評価する骨評価装置が開示されている。特許文
献２には、超音波の減衰、特に減衰特性の傾きを骨評価に利用することが開示されている
。
【０００３】
　一方、被検者について重心の動揺を計測する装置が知られている。重心の動揺の度合い
を定量評価することによって、被検者について運動能力を評価することが可能である。特
許文献３，４及び５には、被検者を載せる荷重計測用の台座を有する重心動揺計測装置が
開示されている。
【０００４】
　なお、特許文献６には、ビデオカメラによる撮像により被検者について運動軌跡を算出
し、それに基づいて転倒発生危険度を判定する装置が記載されている。特許文献７には、
身体状態に関する複数種類の情報から身体能力を総合的に判定する装置が記載されている
。特許文献８には、身体の頭部、腰部などに装着された運動センサの出力信号に基づいて
平衡感覚機能を診断するシステムが開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平６－２２９６０号公報
【特許文献２】特開平７－３１６１２号公報
【特許文献３】特開平４－２８３５３号公報
【特許文献４】特開２００５－４６５３５号公報
【特許文献５】特開２００５－８７３１２号公報
【特許文献６】特開２００４－２６１３７６号公報
【特許文献７】特開２００３－１９９７２８号公報
【特許文献８】特開２００４－３４４４３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来においては、被検者の運動能力の評価（マクロ評価）と被検者の骨
についての評価（マクロ評価）とを組み合わせ、それら評価結果を総合して骨折の危険度
を求めることは行われていない。特許文献７には、複数種類の情報を参照することが開示
されているが、骨それ自体の性状は考慮されていない。
【０００７】
　骨評価の究極的な目的の１つには、骨折リスクを予測することにあるが、従来において
は、そのような骨折リスクを総合的に評価することは行われていない。例えば、骨の性状
としての骨量が減少した者とそれが通常の者とを比較した場合、同じ転倒発生率であれば
、前者の方が後者よりも骨折の危険度は大きいと言えるし、骨量が同じであれば、転倒発
生率の大小が骨折の危険度の大小を左右すると言える。特に、高齢者が転倒して大腿骨な
どの主要骨を骨折した場合、寝たきりになってしまう可能性が高いという点が指摘されて
おり、予防医学の観点からも、骨折の危険度を総合的に評価することが求められている。
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【０００８】
　本発明の目的は、骨折のリスクを総合評価できるようにすることにある。
【０００９】
　本発明の目的は、骨の性状と運動能力とを総合的に考慮して骨折のリスクを評価できる
ようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係るシステムは、被検者の測定部位に対して物理波を送受波し、それにより得
られた受信信号に基づいて、前記測定部位の骨の性状を表す骨性状評価値を求める骨性状
評価手段と、前記被検者について運動を検出し、それにより得られた検出信号に基づいて
、前記被検者のふらつき程度を表す運動能力評価値を求める運動能力評価手段と、前記骨
性状評価値と前記運動能力評価値とに基づいて、前記被検者について骨折リスクの度合い
を表す総合評価値を演算する総合評価値演算手段と、を含むことを特徴とする。
【００１１】
　上記構成によれば、被検者における測定部位に対する超音波又はＸ線などの物理波の送
受波によって骨性状評価値が演算される。つまり、骨それ自体の性状（特に骨折のし易さ
あるいはし難さの度合い）を評価できる。一方、被検者の運動、特にふらつき程度を検出
することによって被検者についての運動能力を評価できる。例えば、高齢者の場合、平衡
感覚や運動機能に障害がある者の場合、転倒確率が高まるので、それを評価できる。つま
り、骨折の直接的な誘因となる現象が生じる確率を評価できる。そして、骨正常評価値と
運動能力評価値とから骨折リスクの度合いを示す総合評価値が演算される。
【００１２】
　骨性状評価値と運動能力評価値に対して重み付け加算を行って総合評価値を求めるよう
にしてもよく、その場合に、年齢、性別等の被検者属性に従って、重みを可変設定するの
が望ましい。勿論、重み付け加算以外の演算式によって総合評価値を求めることも可能で
ある。いずれにしても、骨自体の評価と被検者の運動機能の評価の両面を考慮すれば、従
来の片面的な評価では得られない、骨折リスクを表す新しい指標を導出できる。
【００１３】
　望ましくは、前記物理波は超音波であり、前記骨性状評価手段は、前記受信信号に基づ
いて、前記測定部位を透過した超音波について音速及び減衰の少なくとも一方を計測する
ことにより、前記骨性状評価値を求める。超音波を利用すれば被ばくの問題を回避できる
。骨評価の手法それ自体は各種のものが知られている。
【００１４】
　望ましくは、前記物理波はＸ線であり、前記骨性状評価手段は、前記受信信号に基づい
て、前記測定部位を透過したＸ線の減衰量を計測することにより、前記骨性状評価値を求
める。Ｘ線を利用すればその減衰から骨中の骨塩量を高精度に求めることができる。骨塩
量の観点から骨の健全性を評価できる。
【００１５】
　望ましくは、前記運動能力評価手段は、前記被検者における基準点の運動を検出するこ
とにより、前記運動能力評価値を求める。この場合、踏台上において被検者を起立させ、
その静止状態で基準点の運動を検出するようにしてもよいし、被検者に所定の行為（例え
ば足踏運動）を行わせ、その運動状態で基準点の運動を検出するようにしてもよい。
【００１６】
　望ましくは、前記運動能力評価手段は、前記被検者の両足を載せる荷重検出ユニットと
、前記荷重検出ユニットの出力信号に基づいて、前記基準点の運動として重心の運動を検
出する重心運動検出ユニットと、を含む。例えば、重心運動の軌跡を求め、その面積、長
さ等から運動能力を評価するようにしてもよい。重心動揺評価の手法としては各種のもの
が知られている。
【００１７】
　望ましくは、前記運動能力評価手段は、前記被検者に装着された運動センサと、前記運
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動センサからの出力信号に基づいて、前記基準点の運動として前記運動センサが装着され
ている装着部位の運動を検出する装着部位運動検出ユニットと、を含む。運動センサは、
位置センサ、速度センサ、加速度センサ、方向センサ、などであってもよい。地磁気を利
用するセンサを用いることもできる。
【００１８】
　望ましくは、前記骨性状評価手段は、前記受信信号に基づいて、前記被検者について骨
性状を表す実測値を演算する実測値演算部と、予め登録された標準値に対して前記骨性状
を表す実測値を比較することにより前記骨性状評価値を演算する骨性状比較演算部と、を
含む。
【００１９】
　望ましくは、前記運動能力評価手段は、前記検出信号に基づいて、前記被検者について
運動能力を表す実測値を演算する実測値演算部と、予め登録された標準値に対して前記運
動能力を表す実測値を比較することにより前記運動能力評価値を演算する運動能力比較演
算部と、を含む。
【００２０】
　望ましくは、前記総合評価値演算手段は、前記被検者に関する属性情報に応じて、前記
骨性状評価値と前記運動能力評価値とに対して重み付けを行いつつ、前記総合評価値を演
算する。望ましくは、前記被検者に関する属性情報には、年齢及び性別の少なくとも１つ
が含まれる。
【００２１】
　望ましくは、前記骨性状測定手段における物理波を送受波するユニットと、前記運動能
力評価手段における前記被検者の運動を検出するユニットと、が構造的に一体化され、前
記骨性状の評価と前記運動能力の評価とを同時に行い得る。この構成によれば、計測を簡
便且つ迅速に行える。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように、本発明によれば、骨折のリスクを総合評価できる。特に、本発明
によれば、骨の性状と運動能力とを総合的に考慮して骨折のリスクを評価できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２４】
　図１には、本発明に係る骨折リスク評価システムの第１実施形態が示されている。骨折
リスク評価システムは、図１に示す構成例において、運動測定ユニット１２と、骨測定ユ
ニット１４と、演算ユニット１６とを有している。
【００２５】
　運動測定ユニット１２は、起立した状態にある被検者の両足を載せる踏台１３を有して
いる。また後に説明するように、複数の荷重センサを有している。この構成により被検者
の重心位置が演算され、また重心位置の運動が演算される。
【００２６】
　骨測定ユニット１４は、図１に示す例において、超音波の送受波により骨の評価を行う
ユニットである。被検者の足が足台１５に載せられ、足の踵が一対の振動子２２，２４に
よって挟まれる。その状態で、一方の振動子２２から超音波が送波され、その超音波は足
特に踵骨を通過して、他方の振動子２４によって受波される。それにより得られた受信信
号を解析することにより（例えば音速や減衰などを演算することにより）、骨の評価が行
われる。
【００２７】
　演算部１６は、この図１に示す例において、コンピュータによって構成され、この演算
部１６において各ユニット１２，１４の制御が行われており、また各ユニット１２，１４
から出力された信号に基づいて運動能力評価値及び骨評価値が演算され、更にそれらの評
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価値から骨折リスクの度合いを示す総合評価値が演算されている。図１に示すシステム構
成例においては、運動測定ユニット１２と骨測定ユニット１４とが別体が構成されている
が、後に図３を用いて説明するように、それらを一体化させることも可能である。
【００２８】
　図２には、図１に示した骨折リスク評価システムの具体的な構成例がブロック図として
示されている。
【００２９】
　運動測定ユニット１２は、図１に示した踏台１３の各頂部付近に設けられた３つのセン
サ１８を有する。各センサ１８はそれぞれ荷重センサである。各センサ１８からの信号が
重心演算部２０に入力されている。重心演算部２０は各センサの信号に基づいて被検者の
重心位置を演算する。その手法は公知である。重心位置を表す信号が運動測定ユニット１
２から演算ユニット１６へ出力される。
【００３０】
　一方、骨測定ユニット１４は、上述したように一対の振動子２２，２４を有している。
各振動子２２，２４は単振動子あるいはアレイ振動子としての超音波振動子である。一対
の振動子２２，２４によって足の踵部位（符号２６参照）が挟まれ、その状態において超
音波２３が送受波される。各振動子２２，２４の送波面あるいは受波面には音響整合を図
るためのカップリング部材などを設けるのが望ましい。あるいは足を水槽内に浸漬させ、
その状態において超音波の送受波を行うようにしてもよい。送受信部２８は、振動子２２
に対して送信信号を供給し、また、振動子２４から出力される受信信号を入力する。その
受信信号に対して所定の処理が行われた後、その処理後の受信信号が演算ユニット１６へ
出力される。
【００３１】
　演算ユニット１６は複数の機能を具備しており、各機能はＣＰＵによって実行されるプ
ログラムによって実現される。もちろん、一部の機能を専用のハードウエアにより実現す
るようにしてもよい。また、運動計測ユニット１２、骨計測ユニット１４及び演算ユニッ
ト１６を構造的に一体化した装置として構成することも可能である。
【００３２】
　運動能力評価部３０は、運動測定ユニット１２から出力される信号すなわち重心位置を
表す検出信号を入力し、その信号に基づいて重心位置の運動の軌跡を求める。例えば一定
時間内において二次元座標系上に重心位置の軌跡を描く処理が実行される。そして、運動
能力評価部３０はその軌跡によって描かれる図形の面積あるいは軌跡の長さなどを参照し
、それに基づいて被検者についてのふらつき度合いを表す運動能力評価値Ｅ１を演算する
。その際、後に詳述するように、記憶部３６に設けられた運動能力評価値データベースが
参照される。
【００３３】
　骨評価部３２は、骨測定ユニット１４から出力された信号を入力し、その信号に基づい
て音速あるいは減衰などを演算することにより、骨の性状を表す性状骨評価値Ｅ２を演算
する。その場合には、詳述するように、記憶部３６に設けられた骨性状評価値データベー
スが参照される。
【００３４】
　総合評価部３４は、運動能力評価値Ｅ１と骨性状評価値Ｅ２とに基づいて、被検者につ
いての骨折リスクの度合いを表す総合評価値Ｅを演算する。例えば運動能力評価値Ｅ１と
骨性状評価値Ｅ２とに対する重み付け加算処理によって総合評価値Ｅが求められる。その
総合評価値Ｅは表示部３８に数値又はグラフとして表示される。
【００３５】
　演算ユニット１６は、キーボードなどによって構成される入力部４０を備えており、入
力部４０を利用してデータ入力や条件設定などを行える。制御部４２は、骨折リスク評価
システムの全体的な動作の制御を行っている。
【００３６】
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　ここで、総合評価値の演算方法の好適な例について以下に説明する。本実施形態におい
ては、上述したように記憶部３６上に運動能力評価値データベース及び骨性状評価値デー
タベースが具備されている。運動能力評価値データベースは、性別及び年齢の組み合せご
とに登録された運動能力評価値の平均値（標準値）及び標準偏差値（ＳＤ値）を有する。
同様に、骨性状評価値データベースは、性別及び年齢の組み合せごとに登録された骨評価
値の平均値（標準値）と標準偏差値（ＳＤ値）を有する。
【００３７】
　運動能力評価部３０は、上述したように、重心運動の解析を行ってその解析結果として
運動能力評価値を求めているが、解析結果すなわち実測値そのものを運動能力評価値Ｅ１
としているのではなく、実測値を同一性別及び同一年齢の平均値と比較演算し、その結果
を運動能力評価値Ｅ１としている。その場合においては、平均値からのプラス方向及びマ
イナス方向の差がＳＤ値を単位として表現される。この場合、この例では、ふらつき難さ
すなわち転倒確率が低い方が正側とされており、ふらつき易さすなわち転倒確率が高い方
が負側とされている。それらの関係を逆転させてもよいが、後の重み付け加算で適正な結
果が得られるように符号操作を行うのが望ましい。
【００３８】
　例えば、重心動揺に関する実測値が同一条件における平均値からの差として－１．７Ｓ
Ｄとして表され、それが運動評価値Ｅ１とされる。
【００３９】
　一方、骨評価部３２においても、上記の運動能力評価部３０と同様の演算を実行してい
る。すなわち骨性状評価結果としてある実測値が求められた場合、同一性別かつ同一年齢
の平均値が骨評価値データベースから読み出され、その平均値と実測値とが比較される。
そしてその比較された結果としてつまり差分量として標準偏差（ＳＤ値）を単位とした値
が求められる。例えば、骨評価値Ｅ２として＋１．２ＳＤと表現される。なお、Ｅ１が－
１．７ＳＤで、Ｅ２が＋１．２ＳＤの場合、骨の量は標準よりもやや大きいが、運動能力
面では標準よりも劣っていると推察される。
【００４０】
　総合評価部３４は、例えば以下のような計算を実行することにより、総合評価値Ｅを求
めている。なお、αは重み値である。
【００４１】
　　　Ｅ＝α・Ｅ１＋（１－α）・Ｅ２　　・・・（１）
【００４２】
　すなわち、それぞれの評価値に対する重み付け加算によって総合評価値Ｅが求められて
いる。
【００４３】
　重みαは例えば年齢などに応じて可変設定するのが望ましく、その場合においてはα＝
ｆ（性別，年齢）の関数を記憶部３６上に登録しておけばよい。上記の例においては、α
＝０．５とした場合、相加平均となり、０．５｛（－１．７）＋（＋１．２）｝＝（－０
．２５）となる。本実施形態では、正側が骨折の危険度が小さいことを表し、負側が骨折
の危険度が大きいことを表すため、この例では骨折する危険度を有すると評価されること
になる。
【００４４】
　上記のような演算によれば、骨それ自体の性質あるいは構造から見た骨折リスクと被検
者の運動能力面から見た転倒危険度としての骨折リスクとを総合考慮して骨折の総合的な
リスクを評価できるという利点がある。したがって、特に年齢が高い層における集団検診
などにおいて有益な情報を提供できるという利点がある。上記の演算式はもちろん一例で
あって、骨それ自体及び被検体の運動能力の両面を考慮して骨折リスクを評価できる限り
において各種の演算式を採用することが可能である。なお、上記実施形態においては、デ
ータベースに登録された標準値との比較において評価値を求めているので、より客観的な
相対評価を行えるという利点がある。もちろん、年齢や性別を考慮しないで絶対的な評価
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値を求めるようにしてもよい。
【００４５】
　次に、図３及び図４を用いて第２実施形態について説明する。なお、図１に示した構成
と同様の構成には同一符号を付し、その説明を省略する。
【００４６】
　図３に示す骨折リスク評価システムは運動測定ユニット１２と骨測定ユニット４５とが
構造的に一体化されて測定部４４が構成されている。符号１６Ａは図１に示した実施形態
と同様の演算ユニットを示している。
【００４７】
　運動測定ユニット１２は、図１に示した実施形態と同様に、踏台１３及び図示されてい
ない複数のセンサを備えており、それらの構成によって重心位置及びその運動軌跡が演算
される。骨測定ユニット４５は、この実施形態においては、Ｘ線を利用して骨塩量を測定
するものである。２つの支柱４６，４８の上部にはそれぞれボックス５０，５２が設けら
れ、それらのボックス５０，５２の内部にはそれぞれＸ線発生器及びＸ線検出器が設けら
れている。
【００４８】
　図４には、図３に示した実施形態の構成がブロック図として示されている。上述したよ
うに、骨測定ユニット４５は、符号５８によって示される被検者の両側に配置されたＸ線
発生器５４とＸ線検出器５６とを有している。ここで被検者５８における測定部位として
は各種のものをあげることができるが、本実施形態においては大腿部に対してＸ線の測定
が行われている。Ｘ線コントローラ６０はＸ線の発生及び検出を制御するユニットとして
機能する。Ｘ線の検出信号はＸ線コントローラ６０から演算ユニット１６Ａにおける骨評
価部３２Ａへ出力されている。骨評価部３２Ａはこの構成例において公知のＤＸＡ法に基
づいて骨塩量あるいは骨塩量密度（ＢＭＤ）を演算する機能を有する。つまりそれが実測
値として求められ、その実測値を上述同様にデータベース上の平均値と比較することによ
って骨評価値Ｅ２が演算されている。それ以外の構成については図１に示した実施形態と
同様である。
【００４９】
　この図３及び図４に示した構成例によれば、骨性状の測定と重心運動の測定とを同時に
行うことができるので測定時間を短縮化できるという利点がある。すなわち、図１等に示
した実施形態においては重心運動の測定と骨性状の測定とを別々に行う必要があったが、
この図３及び図４に示した実施形態においてはそれらの測定を同時に行うことが可能であ
る。もちろん、必要に応じてそれらの測定を順次行うようにしてもよい。
【００５０】
　次に、図５及び図６を用いて第３実施形態について説明する。なお、上述した各実施形
態と同様の構成には同一符号を付し、その説明を省略する。
【００５１】
　この第３実施形態においては、運動測定ユニット６２が、被検者６３に装着される装着
ユニット（可搬ユニット）６４と、その装着ユニット６４との間で通信を行う固定ユニッ
ト６６とで構成されている。ちなみに、装着ユニット６４は例えばベルト６５などの部材
によって被検者６３に固定される。その固定部位は腰等が好適であるが、それ以外の部位
であってもよい。
【００５２】
　図６には、図５に示した骨折リスク評価システムの全体構成がブロック図として示され
ている。
【００５３】
　運動測定ユニット６２は、上述したように、装着ユニット６４と固定ユニット６６とで
構成される。装着ユニット６４は運動センサ６８及び通信部７０を備えている。一方、固
定ユニット６６は、通信部７２及び運動演算部７４を備えている。
【００５４】
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　運動センサ６８は、地磁気センサ、加速度センサ、などの被検者の運動を計測すること
が可能なセンサによって構成される。地磁気センサを利用する場合、例えば２軸型あるい
は３軸型のセンサを用いるのが望ましい。通信部７０と通信部７２との間においては、赤
外線、電波等の方式によってデータの送受信が行われる。固定ユニット６６は演算ユニッ
ト１６としてのコンピュータにケーブルを介して接続されたユニットとして構成され、あ
るいは、当該コンピュータにおけるスロットに差し込まれるカードとして構成される。運
動演算部７４は、運動センサ６８から出力される信号に基づいて装着ユニット６４が装着
された部位の運動を検出し、その運動の軌跡を二次元座標上に描く処理を実行する。もち
ろん、そのような処理は演算ユニット１６側において遂行させるようにしてもよい。
【００５５】
　運動能力評価部３０Ａは、装着部位の運動の軌跡についての面積あるいは長さを演算す
ることにより、実測値としての評価結果を求める。そして、その実測値をデータベース上
に登録された平均値と比較することによって上記同様に運動能力評価値Ｅ１が演算されて
いる。それ以外の構成については、図１等に示した実施形態と同様である。
【００５６】
　図５及び図６に示した実施形態によれば、被検者についてのふらつき度合いあるいは転
倒の確率を簡便に計測できるという利点がある。骨性状の測定時においては、例えば被検
者を椅子に腰掛けさせて踵を計測対象として骨評価が実行されるが、その前あるいは後に
おいて被検者の所定部位に装着ユニットを装着して起立した静止状態を維持させ、あるい
は所定の運動を行わせて、その際における装着部位の運動を評価することにより、被検者
についてのふらつき程度をすなわち運動能力を評価することができる。例えば、ある程度
の長い期間に渡って運動能力を評価したいような場合には図５及び図６に示した実施形態
を採用するのが望ましい。なお、装着ユニット内にデータを蓄積する機能を搭載し、固定
ユニットと装着ユニットが近接した状態が形成された時に、蓄積されたデータの転送を行
うようにしてもよい。
【００５７】
　以上示した各実施形態によれば、既に説明したように、被検者における骨それ自体の性
状の評価結果と被検者の運動能力面からの転倒の確率という面での評価結果とを総合評価
して骨折のリスクを評価できるという利点がある。したがって、それら単独の評価結果で
は必ずしも骨折リスクを適正に評価できない場合においても、多面的あるいは複眼的な評
価を行うことにより骨折の危険度を適正に評価できるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明に係る第１実施形態の斜視図である。
【図２】第１実施形態のブロック図である。
【図３】第２実施形態の斜視図である。
【図４】第２実施形態のブロック図である。
【図５】第３実施形態の斜視図である。
【図６】第３実施形態のブロック図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１２　運動測定ユニット、１４　骨測定ユニット、１６　演算ユニット、３０　運動能
力評価部、３２　骨評価部、３４　総合評価部。
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